郡山市民オーケストラ細則
1.パートリーダー
パートリーダーは演奏上の練習指導、人員の確認・配置、団友の推薦、パート内の諸連絡を行う。
2.団友について
　 パートリーダーが必要と認めた団員とし、本会の各種行事を補助するものとする。
パートリーダーは総会時に団友の名簿を提出する。
　　演奏謝礼は出ないが、団費の支払い義務は生じない。
本人の希望があれば団員になることができる。
3.休団、退団について
　　休団は所定の用紙にて届け出る。
　　休団期間を過ぎても復帰がなく、意思表示のない場合は退団の取り扱いとする。
　　休団中の団費は徴収しない。
退団は所定の用紙にて届け出る。
4.定期演奏会選曲方針
　基本的に春の演奏会は「名曲」を中心とし、技術的に負担の少ないもの、
　秋の演奏会は「大曲」に挑戦する機会と位置づける。
　計画は基本的に２年３回を１周期とする。
　秋の演奏会候補曲は、周期ごとに選曲委員会がリストを作成し、
　この中からアンケート資料をみて、選曲委員会が決定する
　ただし原則的に過去に演奏して１０年以上経過していないものを除く。
　春の演奏会候補曲のリストは選曲委員会が作成する。
　春定プロジェクトはこの春のリストの中から候補曲を上げ、
　選曲委員会が決定する。
5.ファミリーコンサート選曲方針
　ファミリーコンサートプロジェクトが企画に沿った候補曲を選曲し、
　選曲委員会がこれを決定する。
6.常設トレーナー
　原則としてプロの演奏家をチーフトレーナーとして委嘱し、
各セクション・パートのトレーナーの人選を依頼する。
ミュージックアドヴァイザー・運営委員会で検討の上、委嘱する。
7.楽器・楽譜貸し出し
所定の借用書にて届け出る。
アマデウス室内管弦楽団に関しては別に定めた規定に従う。
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